
日本人の死因の約半数は生活習慣病です。 生活習慣病

は自覚症状が出にく く 、症状が出たと き にはすでに重症

と いう こ と も 少なく あり ません。 脳血管疾患から 介護が

必要になっ たり 、糖尿病の悪化から 失明し たり と 、生活習

慣病は健康な生活を 大き く 損なう 原因になり ます。
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早期発見・ 早期対応で

生活習慣病の元へ

佐賀県国保CM タ レ ン ト

山田  章仁・
　 　   ロ ーラ 夫妻

病院で行う 特定の病気のための検査では見

つから ない異常に気づく こ と ができ る かも

し れないので、通院中の方も 必ず受診し て

く ださ い。

特定健診は通院中の方も 対象です！

受診方法など、詳し く はお住まいの市町（ 国保組合）の国保担当窓口へお問い合わせく ださ い。

1日30分 週4日以上
4週間程度

継続

熱中症への備えは本格的に暑く なる 前に熱中症への備えは本格的に暑く なる 前に
熱中症は梅雨入り 前の5 月頃から 起こ り 始め、7 ～8 月にピーク を迎えます。 暑さ に対する抵抗力には個人差があり ま

すが、本格的に暑く なる前から 体を慣ら し ていく こ と で、暑さ に強い体づく り ができます。

生活習慣病が

重く なれば、生活にさ まざまな

制限がかかり 、治療にも お金が

かかり ま す。 軽いう ち な ら ば、

生活習慣の見直し だけで健康

を 取り 戻せます。
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気になっていま せんか？

特定健診で 安心！

年に 1 度 の特 定 健 診 へ！年に 1 度 の特 定 健 診 へ！健康で豊かな生活を
送るためには

タックル！
タックル！

特定保健指導で

生活習慣改善！専門家と

特定健診で

生活習慣病のリ スク が高いと

判定さ れた方は、専門家（ 管理栄

養士、保健師等）から 、あ な た に

合わせた特定保健指導を 無料で

受けら れます。

スクラム！
スクラム！

充実し た健診内容で

健康へ

特定健診で は、通常約1 万円かか

る検査内容を、自治体の助成により

無料または一部の自己負担で受

けら れます。 生活習慣病を 予防し

て 医療費が削減でき れば、保険税

（ 保険料）の軽減にも つながります。

ト ライ！
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高血圧症 動脈硬化 脂質異常症

肝炎・ 肝硬変

糖尿病

慢性腎臓病（ CKD ）・ 腎不全

特定健診で兆候を見つけら れる可能性のある病気

暑さ に備えた体づく り と は？

「 少し 暑い」なかで「 少し き つめ」の運動を続ける こ と で、

暑さ に慣れて汗を かき やすく 、熱を 発散し やすく なり ます。

効果が出る
目安は

5月の

健康メモ

国保
だより
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ここ

●保険税（ 保険料）の
課税限度額の引き 上げ
保険税（ 保険料）負担の公平性の観点から 、課税限

度額が令和7 年4 月1 日よ り 変更になり ます。

●保険税（ 保険料）の
軽減判定所得の変更
物価上昇の影響に配慮し 、低所得者の保険税（ 保険料）の軽減基準が令和7 年4 月1 日より 変更になり ます。

災害など特別な事情がないのに保険税（ 保険料）を 納めず納税相談にも 応じ ない場合、次のよう な

措置がと ら れます。

令和7 年度から　 　   が

保険税（ 保険料）、納め忘れていませんか？

特別療養費の支給対象者と

なり ます。

それでも
納めないでいると …

払い戻す額の全部また

は一部が差し 止めら れ、

滞納分に充てら れる場

合があり ます。

マイナンバーカード の保険証利用（ マイナ保険証）について

特別療養費と は

医療機関で受診し た際にいっ たん

医療費が全額自己負担と な り 、後

日審議のう え払い戻し を受ける 制

度のこ と です。

国保の
保険税（ 保険料） 変わります

口 座 振 替

納め忘れ解消！

で 右記の3点を ご用意のう え、

取り 扱い金融機関で手続き

し てく ださ い。

保険税（ 保険料）

の納付書
通帳

通帳の

届出印

督促状が送付さ れます。

延滞金など が加算さ れる

場合も あり ます。

納期限を 過ぎると …
と く そく

令和6 年1 2 月2 日以降新規の保険証の

発行が廃止さ れ、マイ ナン バーカ ード

で の保険証利用（ マ イ ナ保険証）を 基

本と する 仕組みに移行し まし た。

＊現在お持ち の保険証

は、有効期限ま で は

使えます。

氏　 名

生 年 月 日

資格取得年月日

交 付 年 月 日

世 帯 主 氏 名

住 所

保 険 者 番 号

保 険 者 名

◯  ◯ 　 ◯  ◯

昭和 0 0 年0 0 月0 0 日

昭和 0 0 年0 0 月0 0 日

令和 0 0 年0 0 月0 0 日

◯ ◯　 ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

性別　 ◯

◯ ◯ ◯ 市

有効期限　 　 0 0 年0 0 月0 0 日

記号　 ◯ ◯ 　 　 　 番号　 0 0 0 0 0 0

印

国民健康保険

被 保 険 者 証 マイ ナ保険証を
お持ちの方

氏　 名

生 年 月 日

資格取得年月日

交 付 年 月 日

世 帯 主 氏 名

住 所

保 険 者 番 号

保 険 者 名

◯  ◯ 　 ◯  ◯

昭和0 0 年0 0 月0 0 日

昭和0 0 年0 0 月0 0 日

令和0 0 年0 0 月0 0 日

◯ ◯　 ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

性別　 ◯

◯ ◯ ◯ 市

有効期限　 　 0 0 年0 0 月0 0 日

記号　 ◯ ◯ 　 　 　 番号　 0 0 0 0 0 0

印

資格確認書

マイ ナ保険証を
お持ちでない方

資格確認書

マイ ナ保険証

資格情報のお知ら せ 〈 資格情報のお知ら せ〉

対象の方に「 資格情報のお知ら せ」を 配布し

ま す。 カ ード リ ーダーの不具合など 何ら か

の事情で医療機関等の窓口でのマイ ナ保険

証によ る 受付ができ ないと き 、マイ ナン バー

カ ード と と も に提示する こ と でスムーズに

保険診療を 受ける こ と ができ ます。

市町（ 国保組合）から「 資格確認書」が交付

さ れますので、今までと 同じ よ う に保険診

療が受けら れます。

令和6年度 令和7年度

医療保険分 6 5 万円 6 6 万円6 6 万円  

後期高齢者支援金分 2 4 万円 2 6 万円2 6 万円

介護保険分 1 7 万円 1 7 万円 
※変更なし

軽減割合 令和6年度 令和7 年度

7 割 基礎控除額（ 4 3 万円）＋10万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下
基礎控除額（ 4 3 万円）＋10 万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下

※変更なし

5 割
基礎控除額（ 4 3 万円） ＋2 9 .5 万円×国保加入者数 

＋10万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下

基礎控除額（ 4 3 万円） ＋3 0 .5万円30 .5万円×国保加入者数 

＋10 万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下

2 割
基礎控除額（ 4 3 万円） ＋5 4 .5 万円×国保加入者数 

＋10万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下

基礎控除額（ 4 3 万円） ＋5 6万円56万円×国保加入者数 

＋10 万円×（ 給与所得者等の数–1） 以下

この冊子は環境に配慮し 、

植物油インキを使用し ています。
見やすく 読みまち がえにく いユニバーサルデザイ ン フ ォ ン ト を 採用し ています。


